
“いのちをまもるパートナーズ”

医療安全全国フォーラム2019
2019.12.1 京都テルサ

医療安全、これまでの壁を突き破る新たな第一歩を‼

医療安全元年から20年

医療事故は減ったのか？ 医事紛争は減ったのか？

洛和会東寺南病院 齋藤信雄

医療安全の究極の目標

医療事故を減らす 透明性と説明責任(真実説明と反省謝罪）で医療裁判ゼロ

医療安全元年(99年）to err is human  無謬性の否定
★ これで隠さなくて済む しかし 透明性と説明責任の義務
★ 責任追及から原因追及へ ヒューマンエラーはシステムエラー
★ 事故に学ぼう、他産業に学ぼう
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医療機能評価機構 医療事故情報等収集事業 報告義務病院272～276の実績
未だに報告ゼロ病院が40あり

事故報告（レベル３ｂ以上）順調に増加？

死亡例（大綱案準拠）の報告 300件で上下

H17 H30

1895 2182 2483 2535

事故調始まる

再発防止のための自主的報告制度
WHO ｄGL準拠
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医療事故調査・支援センターへの死亡事故報告件数 31.3件/月

制度前の予想1300～2000 に近い数字。
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遺族

医療事故調査・支援センターへの相談件数 161.5件/月 制度前・生存例を含む

370件/年

2000件/年

医療機関

合計

医療事故調査制度
医療法6条に基づく 説明責任と再発防止のための義務的報告制度
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医療事故の警察への届け出と立件送致数推移

04年広尾

病院有罪
21条死法
へ

08年大野
病院無罪

15年事故調発足
19年2月
21条の解釈
通知

？

99年医療安
全元年

12年21条

による届
け出ＧＬは
消滅

被害者・報道機関からの届け出はほぼ一定 ：
警察・医療機関は世相と ２１条がらみで上下

20件 199 186 87 47 ２９件 ？

9891
9379

警察届け出増加するか？
事故調届け出増加するか？

被害者

警察

医療機関

報道

21条の持ち込み
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大野病院逮捕06

大野病院無罪08

警察届出ＧＬは04に消滅と言明12

事故調発足15

医療事故死の警察届出ＧＬ00

医療訴訟の推移 最近 800件/年で 変動なし

医事紛争の減少傾向はない

広尾病院有罪04
最高裁判決

死亡診断書に法医のＧＬ97

医療安全元年
広尾病院99

新受件数



★ 医療被害にあった患者・家族の願い

1原状復帰 ２真相究明 3反省謝罪 ４再発防止 ５補償 賠償 ６懲罰=裁判

★ 医療過誤を起こした当事者の願い

１逃げたい、隠したい、ごまかしたい ２裁判は避けたい ３刑事告発は嫌だ

4説明と理解 ５謝罪と宥恕 ６早く忘れたい

１医療事故調査制度 ２ＡＤＲ ３無過失補償制度

両者の願いを達成するために、ブレークスル―のために。

（説明責任を果たす制度
再発防止策、21条の改正

院内対策の充実）

（納得のための制度

メディエーター、アドボケイト、
相談窓口、支援センター、
ＡＤＲ対話型、裁定型）

（公的保障制度
医賠責とトレードオフ）


